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706 便裁判に向けて、ALPA Japan の要請に応じ 12 月 6 日

IFALPA が声明文を発表しました。（日本語訳は、裏面に） 

 
世界中のパイロットが、706 便裁判に注目しています。日乗連は、この問題は日本の

乗員のみならず、日本に乗り入れる世界中の乗員に関わる問題として、706 便裁判闘

争を徹底的に闘います。 
 

 



 

記者会見のための IFALPA 声明 

2002 年 12 月 6 日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
世界の約 100 ヶ国、100,000 人の Pilot を有する、IFALPA：International Federation of Air Line Pilots’

Associations、国際定期航空操縦士協会連合会を代表し、我々は事故に遭遇した乗員の刑事責任の追及は単純

に間違いである、と言う明白な立場を表明したい。 

乗員の刑事責任の追求は、日本が完全に批准している、事故調査に関連する ICAO Annex 13 の精神と規約

に反すると共に、国際的な経験と慣習に大きく反し、基本的な人権とフェアプレイをも犯している。 

 

日航 706 便の機長が事故を起こそうとした疑いは全くない。むしろ、彼は事故の発生を防止できると彼が考えた

すべてのことを行っている。彼のこの様な行為は刑事責任の追及の対象とはなり得ない。刑事責任の追及は意図

的な行為に対してのみである。 

 

刑事責任の追及が行われる前に国際条約が適用されるべきである。 

 

公式の事故調査報告書に記載された情報を刑事責任の追及に利用すると、続いて起こる事故調査において、

明らかに、以前よりも事故調査に支障をきたすことになる。 

事故調査のただ一つの目的は、航空の安全性向上であるから、刑事責任の追及はこの発展を阻害する要因で

あるのは明らかである。 

 

この点は、実際今件のように、航空鉄道事故調査委員会が到達した結論に、重大な技術的疑問点が残ってい

ると考えられる場合は尚更である。 

 

国際的な Pilot 集団に置いては、この様な刑事責任の追及は容認できなくなってきた。もしある国が、Pilot の自

由を不当に奪っていると Pilot が信じれば、Pilot がこの様な危険に身をさらすことを拒絶することは可能である。こ

れは身勝手な対応ではなく、その国がフェアプレイの国際標準に継続的に違反している事への対抗手段である。

 

IFALPA は、ICAO の場でこの様な刑事責任の追及が行われないように議論を進めると共に、我々に関連し解

決を求められている問題について、航空の仲間に知ってもらうための世界規模のキャンペーンを立ち上げた。

我々は、もし行動されれば、日本のように事故後公式な事故調査報告書を主たる証拠として当該乗員を慣例的に

起訴する様な国々を更に孤立させることができる多くの国々、および組織から非常に熱烈な回答を受け取ってい

る。 

 

IFALPA は名古屋地検に対し日航 706 便機長の告訴を取り下げるように要請すると共に、日本政府に対して

も、適切な国際標準を反映した刑事責任追求に対するガイドラインを確立するように要請していく。 

 

訳責
世界中のパイロットが、706 便裁判に注目しています。日乗連は、この問題は日本の

乗員のみならず、日本に乗り入れる世界中の乗員に関わる問題として、706 便裁判闘

争を徹底的に闘います。 
 


